
市
立
保
健
所
の
基
本
構
想
に

つ
い
て
、
広
く
皆
さ
ん
の
意
見

を
聴
く
た
め
、
市
民
委
員
を
募

集
し
ま
す
。

期
間
＝
７
月
〜
12
月
　
対
象
＝

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
人
、
二

人
（
選
考
）。
漓
本
市
在
住
で
二
十

歳
以
上
滷
本
市
の
付
属
機
関
の
委

員
で
な
い
澆
平
日
昼
間
に
開
く
会

議
に
出
席
で
き
る
　
申
し
込
み
＝

６
月
16
日
貊
ま
で
に
郵
送
ま
た
は

直
接
。
応
募
の
動
機
や
保
健
衛
生

施
策
に
つ
い
て
の
考
え
を
四
百

字
程
度
の
文
章
に
ま
と
め
、
住

所
・
氏
名
・
年
齢
・
性
別
・
職

業
・
電
話
番
号
を
明
記
し
、
〒

３
７
１
―
０
０
１
４
前
橋
市
朝

日
町
三
丁
目
三
六
―
一
七
・
前

橋
保
健
セ
ン
タ
ー
「
保
健
所
準

備
室
」（
蕁
２
２
３
―
８
８
４
６
）

へ

中
核
市
に
な
る
た
め
の
要
件
は
、

人
口
が
三
十
万
人
以
上
で
あ
る
こ

と
、
面
積
が
百
平
方
誅
誡
以
上
で

あ
る
こ
と
の
二
つ
で
す
。
本
市
は
、

平
成
十
六
年
十
二
月
五
日
に
大
胡

町
、
宮
城
村
、
粕
川
村
の
三
町
村

と
合
併
し
、
人
口
が
三
十
二
万
人

を
超
え
、
面
積
も
二
四
一
・
二
二

平
方
誅
誡
で
、
い
ず
れ
の
要
件
も

満
た
し
て
い
ま
す
。

中
核
市
に
な
る
と
、
表
２
の
と

お
り
、
そ
れ
ま
で
県
が
行
っ
て
い

た
数
多
く
の
事
務
が
移
譲
さ
れ
、

市
が
独
自
に
行
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
代
表
的
な
例
が
保
健
所
の
設

置
。
従
来
、
市
が
行
っ
て
き
た
保

健
予
防
業
務
に
加
え
、
環
境
衛
生
、

食
品
衛
生
な
ど
保
健
所
の
専
門
的

機
能
を
連
携
さ
せ
、
地
域
保
健
衛

生
に
関
す
る
事
務
が
一
元
化
で
き

ま
す
。
な
お
、
政
令
指
定
都
市
、

中
核
市
、
特
例
市
の
そ
れ
ぞ
れ
の

都
市
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
務

の
比
較
は
表
３
の
と
お
り
で
す
。

中
核
市
に
な
る
と
、
法
律
や
条

例
な
ど
に
基
づ
く
多
く
の
権
限
が

県
か
ら
移
譲
さ
れ
、
市
が
自
主
的

な
判
断
と
責
任
で
、
よ
り
市
民
の

皆
さ
ん
の
ニ
ー
ズ
を
反
映
し
た
行

政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
メ
リ
ッ
ト
の
具
体

例
は
次
の
と
お
り
。
な
お
、
移
譲

さ
れ
る
法
定
事
務
に
必
要
な
経
費

は
、
地
方
交
付
税
と
し
て
国
か
ら

交
付
さ
れ
ま
す
。

蘆
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
効
率
化

各
種
の
許
認
可
に
関
す
る
事
務

処
理
時
間
が
短
縮
さ
れ
、
利
便
性

が
向
上
す
る
。

蘆
き
め
細
か
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

提
供産

業
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
や
健

康
被
害
の
予
防
・
対
応
な
ど
に
迅

速
な
対
応
が
で
き
る
。

蘆
独
自
の
ま
ち
づ
く
り
を
展
開

都
市
計
画
に
関
す
る
事
務
の
移

譲
で
、
地
域
実
情
に
合
っ
た
独
自

の
ま
ち
づ
く
り
を
実
現
で
き
る
。

蘆
市
全
体
の
活
性
化

市
と
し
て
の
社
会
的
地
位
が
向

上
し
、
活
性
化
や
経
済
振
興
に
つ

な
が
る
波
及
効
果
が
期
待
で
き
る
。

３ 市役所の住所は〒371-8601 前橋市大手町二丁目12-1です

中
核
市
と
は
、
地
方
分
権
を
推

進
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
地
方

都
市
制
度
の
一
つ
。
よ
り
良
い
ま

ち
づ
く
り
を
実
現
す
る
た
め
の
さ

ま
ざ
ま
な
事
務
を
独
自
に
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
本
市
は
平
成

十
三
年
四
月
一
日
に
「
特
例
市
」

と
な
り
ま
し
た
が
、
市
民
の
皆
さ

ん
の
日
常
生
活
に
よ
り
身
近
で
必

要
な
施
策
を
行
い
、
特
色
あ
る
前

橋
市
と
な
る
た
め
に
、「
中
核
市
」

を
目
指
し
ま
す
。
な
お
、
六
月
一

日
現
在
、
中
核
市
は
三
十
六
市（
表

１
の
と
お
り
）
あ
り
ま
す
。

広報まえばし　平成１８年６月１日号　２

本
市
は
、
平
成
二
十
一
年
度
の
中
核
市
移
行

に
向
け
て
、
四
月
か
ら
中
核
市
推
進
室
と
保
健

所
準
備
室
を
新
設
。
具
体
的
な
事
務
に
取
り
組

み
始
め
ま
し
た
。
県
か
ら
移
譲
さ
れ
る
多
く
の

事
務
に
つ
い
て
全
庁
体
制
で
調
整
し
、
協
議
を

進
め
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
移
行
ま
で
の
間
、

市
民
の
皆
さ
ん
へ
中
核
市
に
つ
い
て
の
概
要
な

ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ま
た
、
本
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
中
核
市
コ
ー
ナ
ー
を
開
設
。
ぜ
ひ
、

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は
中
核
市
推
進
室
蕁
８
９
０
―

６
５
２
６
へ
。

独
自
の
ま
ち
づ
く
り
を
展
開

市
町
村
合
併
で
要
件
満
た
す

保
健
所
設
置
な
ど
権
限
拡
大

市
民
ニ
ー
ズ
反
映
し
た
行
政

保
健
所
設
置
懇
話
会
の
委
員
募
集

基
本
構
想
に
あ
な
た
の
意
見
を

表１　中核市一覧 ６月１日現在

北海道 函館市
旭川市

秋田県 秋田市
福島県 郡山市

いわき市
栃木県 宇都宮市
埼玉県 川越市
千葉県 船橋市
神奈川県 横須賀市

相模原市
新潟県 新潟市
富山県 富山市
石川県 金沢市
長野県 長野市
岐阜県 岐阜市
静岡県 浜松市
愛知県 豊橋市

岡崎市
豊田市

大阪府 高槻市
東大阪市

兵庫県 姫路市
奈良県 奈良市
和歌山県 和歌山市
岡山県 岡山市

倉敷市
広島県 福山市
山口県 下関市
香川県 高松市
愛媛県 松山市
高知県 高知市
長崎県 長崎市
熊本県 熊本市
大分県 大分市
宮崎県 宮崎市
鹿児島県 鹿児島市

身体障害者手帳の交付
民間福祉施設の設置認可、監督
母子・寡婦福祉資金の貸し付け

保健所の設置
飲食店営業などの許可、食中毒患者などの報告
旅館や公衆浴場の営業許可、立ち入り検査など

産業廃棄物処理業の新規・更新の許可、指導監督
ばい煙発生施設設置の届け出受理

緑地保全計画の策定
住宅供給計画の認定、通知など

重要文化財の現状変更の許可など

・児童相談所の設置
・都道府県道、産廃施設などに関する都市計画
決定

・指定区間以外の国道管理など

表２　中核市が新たに処理する主な事務

表３ 政令指定都市、中核市、特例市の事務の比較

漓民生関係

滷保健衛生関係

澆環境関係

潺都市計画、建設関係

◆政令指定都市（人口50万人以上で一定の行財政能力を持つ）

表２のとおり

◆中核市（人口30万人以上）

・市街化区域、市街化調整区域内の開
発行為の許可
・土地区画整理事業の施行地区内にお
ける建築などの許可
・騒音を規制する地域の指定、規制基
準の制定
・計量法に基づく勧告、定期検査など

◆特例市（人口20万人以上）

潸文教関係


